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第２３回 独立行政法人国立印刷局契約監視委員会（審議概要） 

 

開催日及び場所  平成２８年１２月１６日（金） 国立印刷局本局特別会議室 

委員 

委員長 小林 芳郎 （今川橋法律事務所弁護士） 

委 員 栗田  誠 （千葉大学大学院専門法務研究科教授） 

委 員 黒川 行治 （慶應義塾大学商学部教授） 

委 員 望月  純 （独立行政法人国立印刷局監事） 

委 員 岩橋 史明 （独立行政法人国立印刷局監事） 

審議対象 

 平成２８年度上半期契約の点検 

 

平成２８年度上半期に契約締結した案件のうち、競争性のない随意

契約（６１件）及び応札者又は応募者が１者しかない契約（５３件。

２か年度連続して応札者又は応募者が１者しかない契約案件１６件

を含む。）の審議（１１４件） 

 

議 事 等 内                   容 

平成２８年度上半期の契

約状況について 

平成２８年度上半期の競争性のない随意契約及び一者応札・一者応募

契約実績の状況について報告した。 

平成２８年度上半期の契

約締結状況について 

平成２８年度上半期の対象契約１１４件（２か年度連続一者応札・一

者応募の契約１６件を含む。）の契約締結状況について報告した。 

平成２８年度独立行政法

人国立印刷局調達等合理

化計画の取組状況等につ

いて 

平成２８年度独立行政法人国立印刷局調達等合理化計画の取組状況

等について報告した。 

審議方法 

 平成２８年度上半期契約の点検 

審議対象契約の件数が多いことから、効率的な審議の実施が必要な

ため、以下の方法で行うこととした。 

（１）審議する個別契約案件を栗田委員長代理が選定する。  

（２）選定された個別契約案件を委員会の場で審議する。 

（３）選定された個別契約案件以外の契約については、監事が個別 

契約案件の審議内容を踏まえ点検する。 

（４）(３)の点検結果を持ち回り、各委員が審議し、委員長が決定 

する。  
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個別契約案件審議 ３件 
競争性のない随意契約案件から１件、一者応札・一者応募案件

から２件が選定され、合計３件について審議を行った。 

 

競争性のない随意契約

案件 
１件 「券面検査装置修繕及び改造」 

一者応札・一者応募案

件 
１件 「研修センター第２０号家改修工事」 

２か年度連続一者応

札・一者応募案件 
１件 「東京工場変電設備保守点検作業」 

委員からの意見・質問、そ

れに対する回答等 
別紙のとおり。 

委員会による意見の具申

又は勧告の内容等 
意見の具申又は勧告はなかった。 

平成２８年度上半期契約

の持ち回り審議 

各委員へ持ち回り審議を行い、審議対象契約の点検・見直し結果等は

適切であると認められ、委員長により決定された（平成２９年１月２０

日）。 
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意見・質問 回 答 

◇個別契約案件審議１ 

 【競争性のない随意契約案件】 

「券面検査装置修繕及び改造」 

 

構成機器の一部に保守対応不可部品があるた

め修繕を実施するとしているが、対象装置６台

のうち今回の２台については、他の４台よりも

取得年月が新しいのに、修繕を実施する理由は

何か。 

 

 

 

 

 

 

取得年月が古い４台については、以前の改造時

に、既に保守対応不可部品の修繕を実施している

が、今回の２台は未実施であったためである。 

 

 

 

◇個別契約案件審議２ 

 【一者応札・一者応募案件】 

 「研修センター第２０号家改修工事」 

 

 この建物は、いつ頃建てられたものなのか。 

 

 

築５０年を経過した建物を改修するのと、新

築により工事を実施するのを比較し、最終的に

改修工事とすることについては、理事会といっ

た局内での議論は行われたのか。 

 

 

 

 

 

 

 昭和４０年に建設され、築５０年を経過してい

る。 

 

 改修する場合と新築する場合で費用対効果を比

較し、理事会での審議を経て決定されたものであ

る。 

◇個別契約案件審議３ 

【２か年度連続一者応札・一者応募案件】 

「東京工場変電設備保守点検作業」 

 

電気事業法に基づくと、定期点検は第三者で

行わなければならないと義務付けられているの

か。そうでなければ、局内の専門技術者が行っ

てもよいのではないか。 

 

 

 

 

 

 

 

 電気事業法では、第三者が行わなければならな

いと義務付けられているものではなく、資格があ

れば、局内の専門技術者が行うことも可能である

が、工場内には様々なメーカーの多くの変電設備

があるため、実行上は業者でないと難しい。 

 

 

別紙 


